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告 示

北海道告示第２６７号

北海道行政組織規則（昭和４１年北海道規則第２１号）第３１条の規定により、総合振興局長及
び振興局長の統轄に属さない出先機関を次のように定め、平成２２年４月１日から施行する。
なお、昭和４１年北海道告示第２３３７号（支庁長の統轄に属さない出先機関の指定）は、平成

２２年３月３１日限り、その効力を失う。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道消防学校
北海道開拓記念館
北海道立アイヌ民族文化研究センター

北海道立衛生研究所
北海道立衛生学院
北海道立精神保健福祉センター

北海道告示第２６８号

昭和４７年北海道告示第１１６２号（北海道職員の特殊勤務手当に関する条例に基づく医学研究
調査手当の額）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
表中「北海道保健福祉事務所及び」を「総合振興局若しくは振興局又は」に、「保健福祉
部長及び地域保健部長並びに」を「保健福祉室長若しくは地域保健室長又は」に改める。

北海道告示第２６９号

平成６年北海道告示第１４７９号（北海道個人情報保護条例により口頭による開示請求ができ
る個人情報）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
行政書士試験の項中「及び各支庁（石狩支庁を除く。」を「並びに各総合振興局及び各振
興局（石狩振興局を除く。」に改める。
歯科技工士国家試験の項中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興局」に改め
る。
准看護師試験の項中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興局」に改める。
調理師試験の項中「保健医療局健康安全室並びに各保健福祉事務所保健福祉部及び各地域
保健部」を「健康安全局並びに各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健福祉室及び地域
保健室」に改める。
クリーニング師試験の項中「保健医療局健康安全室並びに各保健福祉事務所保健福祉部及
び各地域保健部」を「健康安全局並びに各総合振興局及び各振興局の保健環境部保健福祉室
及び地域保健室」に改める。
製菓衛生師試験の項中「保健医療局健康安全室及び渡島保健福祉事務所保健福祉部」を
「健康安全局及び渡島総合振興局保健環境部保健福祉室」に改める。
登録販売者試験の項中「保健医療局医療政策薬務課並びに各保健福祉事務所保健福祉部及
び各保健福祉事務所各地域保健部」を「医療政策局医療薬務課並びに各総合振興局及び各振
興局の保健環境部保健福祉室及び地域保健室」に改める。
狩猟免許試験の項中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興局」に改める。
北海道地域限定通訳案内士試験の項中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興
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局」に改める。
採石業務管理者試験の項中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興局」に改め
る。
砂利採取業務主任者試験の項中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興局」に
改める。
職業訓練指導員試験の項中「支庁」を「総合振興局及び振興局の」に改める。

北海道告示第２７０号

昭和５４年北海道告示第１１５号（北海道環境影響評価条例に基づく特定地域とみなされる地
域等）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
本文中「環境室環境政策課」を「環境局環境推進課」に改める。

北海道告示第２７１号

昭和５４年北海道告示第１１６号（北海道環境影響評価条例に基づく特定地域とみなされる地
域等）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
本文中「環境室環境政策課」を「環境局環境推進課」に改める。

北海道告示第２７２号

平成１９年北海道告示第２２１号（環境影響評価に関する技術的方法等の一般的指針）の一部
を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
本文中「環境政策課」を「環境推進課」に改める。

北海道告示第２７３号

昭和４７年北海道告示第１２９０号（建設業法に規定する建設業者提出書類閲覧所の場所及び閲
覧規則）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 建設業者提出書類閲覧所の場所の事項を次のように改める。
１ 建設業者提出書類閲覧所の場所

北海道建設業者提出書類
閲覧所（石狩振興局管内
を除く。）

札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部建設管理局建設
情報課内

空知総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

岩見沢市８条西５丁目 北海道空知総合振興局札幌建
設管理部建設行政室建設指導
課内

石狩振興局管内建設業者
提出書類閲覧所

札幌市中央区北３条西７丁目 北海道石狩振興局産業振興部
建設指導課内

後志総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

虻田郡倶知安町北１条東２丁目 北海道後志総合振興局小�建
設管理部建設行政室建設指導
課内

胆振総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

室蘭市海岸町１丁目４番１号 北海道胆振総合振興局室蘭建
設管理部建設行政室建設指導
課内

日高振興局管内建設業者
提出書類閲覧所

浦河郡浦河町栄丘東通５６号 北海道日高振興局産業振興部
建設指導課内

渡島総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

函館市美原４丁目６番１６号 北海道渡島総合振興局函館建
設管理部建設行政室建設指導
課内

檜山振興局管内建設業者
提出書類閲覧所

檜山郡江差町字陣屋町３３６番３ 北海道檜山振興局産業振興部
建設指導課内

上川総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川総合振興局旭川建
設管理部建設行政室建設指導
課内

留萌振興局管内建設業者
提出書類閲覧所

留萌市住之江町２丁目１番２ 北海道留萌振興局留萌建設管
理部建設行政室建設指導課内

宗谷総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

稚内市末広４丁目２番２７号 北海道宗谷総合振興局稚内建
設管理部建設行政室建設指導
課内

オホーツク総合振興局管
内建設業者提出書類閲覧
所

網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク総合振興局
網走建設管理部建設行政室建
設指導課内

十勝総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

帯広市東３条南３丁目 北海道十勝総合振興局帯広建
設管理部建設行政室建設指導
課内

釧路総合振興局管内建設
業者提出書類閲覧所

釧路市浦見２丁目２番５４号 北海道釧路総合振興局釧路建
設管理部建設行政室建設指導
課内

根室振興局管内建設業者
提出書類閲覧所

根室市常盤町３丁目２８番地 北海道根室振興局産業振興部
建設指導課内
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２ 閲覧規則の事項第１条第２項中「支庁長（石狩、檜山、後志、空知、日高、釧路及び
根室支庁長に限る。）又は土木現業所長（函館、旭川、留萌、稚内、網走、室蘭及び帯広土
木現業所長に限る。）」を「総合振興局長又は振興局長」に改める。

北海道告示第２７４号

昭和６０年北海道告示第１６９３号（浄化槽法に規定する浄化槽工事業者登録簿閲覧所の場所
及び閲覧規則）の一部を次のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 浄化槽工事業者登録簿閲覧所の場所の事項を次のように改める。
１ 浄化槽工事業者登録簿 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道建設部建設管理局建設

情報課内閲覧所の場所
岩見沢市８条西５丁目 北海道空知総合振興局札幌建設管理
部建設行政室建設指導課内
札幌市中央区北３条西７丁目 北海道石狩振興局産業振興部
建設指導課内
虻田郡倶知安町北１条東２丁目 北海道後志総合振興局小�
建設管理部建設行政室建設指導課内
室蘭市海岸町１丁目４番１号 北海道胆振総合振興局室蘭建
設管理部建設行政室建設指導課内
浦河郡浦河町栄丘東通５６号 北海道日高振興局産業振興部建
設指導課内
函館市美原４丁目６番１６号 北海道渡島総合振興局函館建設
管理部建設行政室建設指導課内
檜山郡江差町字陣屋町３３６番３ 北海道檜山振興局産業振興
部建設指導課内
旭川市永山６条１９丁目１番１号 北海道上川総合振興局旭川
建設管理部建設行政室建設指導課内
留萌市住之江町２丁目１番２ 北海道留萌振興局留萌建設管
理部建設行政室建設指導課内
稚内市末広４丁目２番２７号 北海道宗谷総合振興局稚内建設
管理部建設行政室建設指導課内
網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク総合振興局網走建
設管理部建設行政室建設指導課内
帯広市東３条南３丁目 北海道十勝総合振興局帯広建設管理
部建設行政室建設指導課内
釧路市浦見２丁目２番５４号 北海道釧路総合振興局釧路建設
管理部建設行政室建設指導課内

根室市常盤町３丁目２８番地 北海道根室振興局産業振興部建
設指導課内

２ 閲覧規則の事項第２条第２項中「支庁長（石狩、檜山、後志、空知、日高、釧路及び

根室支庁長に限る。）又は土木現業所長（函館、旭川、留萌、稚内、網走、室蘭及び帯広土

木現業所長に限る。）」を「総合振興局長又は振興局長」に改める。

北海道告示第２７５号

昭和５０年北海道告示第１９３５号（開発登録簿閲覧所の設置及び閲覧規則の決定）の一部を次

のように改正し、平成２２年４月１日から施行する。

平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 閲覧所の場所の事項の末尾（注）以外の部分を次のように改める。

北海道開発登録簿閲覧所 札幌市中央区北３条西
６丁目

北海道建設部まちづくり局都市計
画課内

空知総合振興局開発登録
簿閲覧所

岩見沢市８条西５丁目 北海道空知総合振興局札幌建設管
理部建設行政室建設指導課内

石狩振興局開発登録簿閲
覧所

札幌市中央区北３条西
７丁目

北海道石狩振興局産業振興部建設
指導課内

後志総合振興局開発登録
簿閲覧所

虻田郡倶知安町北１条
東２丁目

北海道後志総合振興局小�建設管
理部建設行政室建設指導課内

胆振総合振興局開発登録
簿閲覧所

室蘭市海岸町１丁目４
番１号

北海道胆振総合振興局室蘭建設管
理部建設行政室建設指導課内

日高振興局開発登録簿閲
覧所

浦河郡浦河町栄丘東通
５６号

北海道日高振興局産業振興部建設
指導課内

渡島総合振興局開発登録
簿閲覧所

函館市美原４丁目６番
１６号

北海道渡島総合振興局函館建設管
理部建設行政室建設指導課内

檜山振興局開発登録簿閲
覧所

檜山郡江差町字陣屋町
３３６番３

北海道檜山振興局産業振興部建設
指導課内

上川総合振興局開発登録
簿閲覧所

旭川市永山６条１９丁目
１番１号

北海道上川総合振興局旭川建設管
理部建設行政室建設指導課内

留萌振興局開発登録簿閲
覧所

留萌市住之江町２丁目
１番２

北海道留萌振興局留萌建設管理部
建設行政室建設指導課内

宗谷総合振興局開発登録
簿閲覧所

稚内市末広４丁目２番
２７号

北海道宗谷総合振興局稚内建設管
理部建設行政室建設指導課内

オホーツク総合振興局開
発登録簿閲覧所

網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク総合振興局網走
建設管理部建設行政室建設指導課
内
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十勝総合振興局開発登録
簿閲覧所

帯広市東３条南３丁目 北海道十勝総合振興局帯広建設管
理部建設行政室建設指導課内

釧路総合振興局開発登録
簿閲覧所

釧路市浦見２丁目２番
５４号

北海道釧路総合振興局釧路建設管
理部建設行政室建設指導課内

根室振興局開発登録簿閲
覧所

根室市常磐町３丁目２８
番地

北海道根室振興局産業振興部建設
指導課内

小�市開発登録簿閲覧所 小�市花園２丁目１２番
１号

小�市建設部都市計画課内

室蘭市開発登録簿閲覧所 室蘭市幸町１番２号 室蘭市都市建設部建築課内

釧路市開発登録簿閲覧所 釧路市黒金町７丁目５
番地

釧路市総合政策部都市計画課内

帯広市開発登録簿閲覧所 帯広市西５条南７丁目
１番地

帯広市都市建設部都市計画課内

北見市開発登録簿閲覧所 北見市北５条東２丁目
１番地

北見市都市建設部建設指導課内

網走市開発登録簿閲覧所 網走市南６条東４丁目 網走市建設部都市開発課内

苫小牧市開発登録簿閲覧
所

苫小牧市旭町４丁目５
番６号

苫小牧市都市建設部開発管理課内

稚内市開発登録簿閲覧所 稚内市中央３丁目１３番
１５号

稚内市建設産業部都市整備課内

江別市開発登録簿閲覧所 江別市高砂町６番地 江別市建設部区画整理指導課内

名寄市開発登録簿閲覧所 名寄市大通南１丁目１
番地

名寄市建設水道部都市整備課内

千歳市開発登録簿閲覧所 千歳市東雲町２丁目３４
番地

千歳市企画部まちづくり推進課内

富良野市開発登録簿閲覧
所

富良野市弥生町１番１
号

富良野市建設水道部都市建築課内

登別市開発登録簿閲覧所 登別市中央町６丁目１１
番地

登別市都市整備部建築住宅グルー
プ内

伊達市開発登録簿閲覧所 伊達市鹿島町２０番地１ 伊達市建設部都市整備課内
北広島市開発登録簿閲覧
所

北広島市中央４丁目２
番地１

北広島市企画財政部都市計画課内

石狩市開発登録簿閲覧所 石狩市花川北６条１丁
目３０番地２

石狩市建設水道部都市開発課内

北斗市開発登録簿閲覧所 北斗市中央１丁目３番
１０号

北斗市建設部都市住宅課内

七飯町開発登録簿閲覧所 七飯町本町６丁目１番
１号

七飯町新幹線まちづくり課内

森町開発登録簿閲覧所 森町字御幸町１４４番地
の１

森町建設課内

長万部町開発登録簿閲覧
所

長万部町字長万部４５３
番地１

長万部町産業建設課内

美瑛町開発登録簿閲覧所 美瑛町本町４丁目６番
１号

美瑛町都市建設課内

白老町開発登録簿閲覧所 白老町大町１丁目１番
１号

白老町都市整備部建設課内

音更町開発登録簿閲覧所 音更町元町２番地 音更町建設水道部都市開発課内
芽室町開発登録簿閲覧所 芽室町東２条２丁目１４

番地
芽室町建設都市整備課内

幕別町開発登録簿閲覧所 幕別町本町１３０番地 幕別町建設部都市計画課内
同事項末尾（注）�中「各支庁」を「各総合振興局又は各振興局」に、「当該支庁長」を
「当該総合振興局長又は当該振興局長」に、「当該支庁」を「当該総合振興局又は当該振興
局」に改める。
２ 閲覧規則の事項第２条中「支庁長」を「総合振興局長、振興局長」に改める。

北海道告示第２７６号

平成２２年北海道告示第２３号（平成２１年度及び平成２２年度において競争入札に参加する者に
必要な資格等）の一部を次のように改正する。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
第１の１の表林産加工製品の売払契約の項を削る。
第２の１の�のアの事項中「個人道民税」を「個人の道民税」に改め、第２の２の�の事
項中「及び林産加工製品の売払い」を削る。
第３の２の表中「支庁の地域振興部総務課」を「総合振興局及び振興局の地域政策部総務
課」に、「森づくりセンター（石狩森づくりセンター、檜山森づくりセンター、宗谷森づく
りセンター及び根室森づくりセンターを除く。）」を「総合振興局及び振興局の森林室（石
狩振興局、檜山振興局、宗谷総合振興局及び根室振興局を除く。）」に改め、同表林産加工
品の売払いの項を削る。

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，１９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

４北 海 道 公 報 号外第��号平成２２年３月３１日（水曜日）


